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服務事故に関する報告等について（通達）

下記の事故発生の際は、速やかに「事故速報」により報告されたい。

なお、服務事故に関する事故速報について（防人１第５４３１号。４

８．１２．１４）は廃止する。

記

１ 集団離隊事故

２ 特別勤務上の違反

３ 秘密保全に関する違反

４ 自衛隊車両運航に関する違反

５ 殺人、強盗、脅迫、傷害及び暴行

６ 収賄、業務上横領及び調達経理事務に関する違反



７ 過失又は業務上過失に基づく傷害致死及び私有車両事故

８ 武器、火薬類の違法使用及び損傷亡失放置等の事故

９ 失 火

１０ 窃盗、詐欺

１１ 私行上の非行（過度の飲酒、借財、いじめ、セクシュアル・ハラ

スメント、破廉恥、不倫関係等の行為で隊員として品位を失墜した

もの等をいう。）

１２ 試験の不正

１３ 私的制裁

１４ 自 殺（未遂を含む。）

１５ その他社会的影響が大きいと認められる事故


